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二
ツ
井
地
区
文
化
祭

　
　
展
示
作
品
募
集

　
令
和
６
年
度
二
ツ
井
地
区
文
化
祭

の
展
示
作
品
を
募
集
し
ま
す
。
二
ツ

井
地
区
の
自
主
学
習
グ
ル
ー
プ
や
一

般
の
方
か
ら
も
作
品
を
募
集
し
ま
す
。

　
　
　
　
10
月
25
日
㈮
〜
27
日
㈰
午

前
９
時
〜
午
後
６
時
（
27
日
は
午

後
４
時
ま
で
）

　
　
　
　
二
ツ
井
公
民
館

　
　
８
月
９
日
㈮
ま
で
に
二
ツ
井
公

民
館
へ
申
込
用
紙
を
提
出

※

申
込
用
紙
は
二
ツ
井
公
民
館
に
あ

り
ま
す
。

　　
二
ツ
井
公
民
館

　
　
　
　
　
　
　
℡
73
・
２
５
９
０

年
金
通
信

 20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

●
国
民
年
金
は
み
ん
な
が
加
入
し
ま
す

　
国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
ん
で
い

る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の

方
が
加
入
し
て
、
老
後
の
所
得
保
障

だ
け
で
は
な
く
、
障
害
や
死
亡
と
い

っ
た
不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ
り
私
た

ち
の
生
活
の
安
定
が
損
な
わ
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
み
ん
な
で
前
も
っ

て
保
険
料
を
出
し
合
い
お
互
い
支
え

合
う
制
度
で
す
。

●
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
な
ど
が
送

ら
れ
ま
す

　
20
歳
に
な
っ
た
方
に
は
、
お
お
む

ね
２
週
間
以
内
に
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
や
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
な

ど
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
加
入
の
手
続

き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
は
、
保
険
料
納
付
の
確

認
や
将
来
年
金
を
受
け
取
る
際
に
必

要
で
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

※

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
だ
っ

た
方
や
障
害
・
遺
族
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
（
し
て
い
た
方
）
に

は
送
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

　
学
生
の
方
や
、
収
入
が
少
な
く
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
の
場
合
は
、

学
生
納
付
特
例
や
若
年
者
納
付
猶
予

な
ど
保
険
料
の
支
払
い
を
猶
予
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　　
市
民
保
険
課　
℡
89
・
２
１
６
８

　
地
域
局
市
民
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
℡
73
・
２
１
１
４

平
成
９
年
度
〜
平
成
 19

年
度
生
ま
れ
の
女
性
へ

●
９
月
ま
で
に
１
回
目
接
種
を

　
子
宮
頸
が
ん
の
予
防
の
た
め
の
Ｈ

Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
、
積

極
的
勧
奨
を
差
し
控
え
て
い
た
期
間

に
対
象
だ
っ
た
方
へ
接
種
機
会
を
提

供
す
る
「
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
」

は
、
令
和
７
年
３
月
31
日
㈪
ま
で
で

す
。
合
計
３
回
の
接
種
を
完
了
す
る

ま
で
に
は
約
６
カ
月
か
か
る
た
め
、

１
回
目
を
令
和
６
年
９
月
ま
で
に
接

種
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

接
種
券
が
お
手
元
に
な
い
場
合
は

再
発
行
も
で
き
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

 

め
んchoco

て
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
℡
89
・
２
９
４
８

の
し
ろ
健
康
 21「
健
康
展
」

　
体
成
分
測
定
・
骨
健
康
度
測
定
な

ど
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
や
健
康
相
談
な

ど
、
健
康
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　
　
８
月
31
日
㈯
午
前
10
時
〜
午
後

２
時
30
分
受
付

問

問

定費申問 場 日 場問

日

問

健
康
・
福
祉

　申

児童扶養手当・特別児童扶養手当
各種手続きをお忘れなく

　各種手当の受給資格のある方（支給停止を含
む）に通知書をお送りします。届け出の手続き
をしない場合、８月以降の手当が受給できませ
んので忘れずに手続きしてください。
　また、受給要件に該当しなくなったときや転
居したとき、振込口座を変更するときなどは忘
れずに届け出てください。
●児童扶養手当現況届
　　　８月１日㈭～30日㈮午前９時～午後５時
　　　子育て支援課　℡89-2947
　　 地域局市民福祉課　℡73-5500
※16日㈮、23日㈮は子育て支援課のみ午後７
時まで受け付けます。

※通知書に記載された指定の期間にお越しくだ
さい。都合の悪い場合は期間中にお越しくだ
さい。

●特別児童扶養手当所得現況届
　　　８月９日㈮～30日㈮午前９時～午後５時
　　　福祉課　℡89-2153
　　 地域局市民福祉課　℡73-5500
※16日㈮は福祉課のみ午後７時まで受け付け
ます。

児童扶養手当を受給し５年経過している方へ
　６月に「児童扶養手当一部支給停止適用除外
事由届出書」（緑色の用紙）などを送付していま
す。現況届の手続きの際に必ずお持ちください。

　
展
示
期
間

　
展
示
場
所

●
午
前
10
時
30
分
〜
11
時　
運
動

●
午
前
11
時
〜
午
後
３
時　
測
定
・

体
験
コ
ー
ナ
ー

　
　
能
代
市
文
化
会
館

　
　
健
康
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
　
℡
58
・
２
８
３
８

男
性
料
理
教
室

●
初
級
編
「
夏
の
疲
れ
を
回
復
し
よ
う
」

　
　
８
月
27
日
㈫
午
前
10
時
〜
午
後

１
時
頃

　
　
働
く
婦
人
の
家

　
　
市
内
在
住
の
男
性
約
15
人

　
　
５
０
０
円
程
度

　
　
８
月
１
日
㈭
〜
20
日
㈫
に
電
話
で

　
　
健
康
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
　
℡
58
・
２
８
３
８

若
者
の
た
め
の

こ
こ
ろ
の
研
修
会

●
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
受
け
た
時

　
〜
悩
み
を
抱
え
る
人
へ

　
の
上
手
な
接
し
方
〜

　　
８
月
６
日
㈫
午
後
１
時
30
分
〜

　　
本
庁
舎
会
議
室
９
・
10

　　
自
殺
予
防
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

　
宮
本
翔
平
さ
ん

　
　
小
・
中
・
高
校
生
〜
20
歳
代
の

方
と
関
わ
り
を
持
つ
方
30
人

　　
８
月
２
日
㈮
ま
で
に
電
話
で

　　
健
康
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
　
℡
58
・
２
８
３
８

講定申問 場 　日

場問
期間

場問
期間

200

200


